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国民年金からのお知らせ ■問 高崎年金事務所お客様相談室（☎322－4299）

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省が、口座番号を聞いたり手数料などの金銭を求めたりすることはありませ
ん。制度などを詳しく知りたい場合は年金事務所までお問い合わせください。

フレイル予防教室

　「フレイル」とは、高齢者が健
康と要介護状態の間にある「虚弱
状態」をさし、介護が必要となる
原因の上位を占める「転倒」・「認
知症」と関係が深いと言われてい
ます。
　「フレイル」は、これからの介
護予防に必要なキーワードです。
体力や筋肉量の測定、体操、健康
講話などを通じて「フレイル」を
一緒に学びましょう。全日程で体
操をするので、当日は動きやすい
服装で参加してください。
　また、介護予防サポーターで、

教室の受付や会場準備・後片付け
に協力していただける人も、若干
名募集します。ご協力いただける
人は、右記までご連絡ください。
■時 午後1時30分～3時（初回、最終
回は3時30分まで）
■場 あんなかスマイルパーク多目的
室

■対 65歳以上の市民で、全日参加
できる人優先
■￥ 無料　　■定 15人
■持 飲み物、タオル（手ぬぐいサイ
ズ）、筆記用具、上履き
申込開始　10月8日（火）午前9時～
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

フレイル予防
音楽療法講座

　なぜ音楽がフレイル、認知症予
防に効果的なのか、解説と実践を
交えて講義します。みんなで口ず
さめる懐かしい歌を中心に、簡単
な楽器演奏や体操などを取り入れ
た参加型の講座です。皆さんの参
加をお待ちしています。
■日 10月31日（木）
■時 午前10時～11時45分　
■場 安中市いきいき長寿センター

（老人福祉センター）・大広間
講師　認定音楽療法士　小西美奈
子先生、大塚製薬㈱
■対 65歳以上の市民　　■定 20人
■￥ 無料　　■持 飲み物
申込開始　10月9日（水）午前9時
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

「認知症マフ」を
一緒に作りませんか
in 認知症合同カフェ

　今回は「ささえあいカフェsmile 
a smile（認知症カフェ）」の岩井
代表が普及活動に取り組む「認知
症マフ」を、「あんなかオレンジカ
フェ」と合同で作ります。
　「認知症マフ」は、認知症特有の
症状で手元に不安を感じる人が、
触れたり手を通すことで落ち着け
るよう、さまざまな飾りを縫い付
けたニット小物で、海外の病院や
高齢者施設でも使われています。
　当日は、認知症や介護に関する
個別の相談にも対応します。ぜ
ひ、お気軽にご参加ください。
■日 10月31日（木）
■時 午後2時～3時30分
■内 認知症マフの作成、個別相談会

■場 あんなかスマイルパーク
■￥ 無料
■対 市内在住・在勤で、認知症当事
者、認知症や認知症マフに興味が
ある人
■定 15人（要事前申込み）
■持 7号かぎ針（貸出有）
■他 使用したい毛糸がある人は持参
してください。飾り付けのみもで
きます。
■申 ・■問 □本 高齢者支援課地域包括支
援センター（☎内線1193）

期　日
10月28日（月）
11月11日（月）
12月23日（月）
  1月20日（月）
  2月  3日（月）
  3月  3日（月）

内　容
体力・筋肉量測定・体操など

栄養の話・体操
歯科の話・体操

体操
体操

体力・筋肉量測定・体操など

講　師
理学療法士

管理栄養士・運動指導士
歯科衛生士・保健師

運動指導士
運動指導士
理学療法士

　木戸一男さん（松井田町新堀）が、100歳を迎えられました。
　おめでとうございます。

100歳おめでとうございます
■ 「扶養親族等申告書」の提出はお済みですか
　扶養親族等申告書は、来年受け
取る老齢年金からの源泉徴収所得
税を算定する際に、受給者が扶養
している親族の状況を申告するた
めの書類です。日本年金機構から
送付される「扶養親族等申告書」
に、翌年における状況など必要事
項を記入して期限までに必ず提出
してください。
　「扶養親族等申告書」が送付さ
れる老齢年金受給者は次のとおり
です。

・65歳以上で年間158万円以上の
年金を受給している人
・65歳未満で年間108万円以上の
年金を受給している人
　この申告書を提出しないと、扶
養控除など税制上の控除が受けら
れず、税金が多く徴収されること
があります。適切な算定のため内
容をよく確認し、忘れずに提出し
てください。
　なお、障害年金や遺族年金には
税金がかからないので、これらの

みを受給している人に扶養親族等
申告書は送付されません。
　また、扶養親族等申告書に記入
した内容を年の途中で修正するこ
とはできませんが、翌年度の確定
申告で精算できますので、翌年度
の公的年金等源泉徴収票にて扶養
親族などの漏れがないか確認して
ください。
※マイナポータルからの電子申請
も可能です

■ 年金生活者支援給付金制度について　
　年金生活者支援給付金は、公的
年金などの収入や所得額が一定基
準以下の年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支
給されるものです。すでに給付金
を受給している人は手続き不要で
すが、今年度新たに対象になる人
は、請求書の提出が必要です。対
象者への案内や事務手続は日本年
金機構（年金事務所）が行います。

対象となる人
〇老齢基礎年金を受給していて、
次の要件をすべて満たしている人

・65歳以上
・世帯員全員が市町村民税非課税
・前年の年金収入額とその他の所
得額の合計が889,300円以下
〇障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給していて、次の要件を満たし
ている人
・前年の所得額が（4,721,000円
＋扶養親族の数×38万円※）以下
※同一生計配偶者のうち70歳以
上の人または老人扶養親族の場合
は48万円、特定扶養親族または
16歳以上19歳未満の扶養親族の
場合は63万円

請求手続
　日本年金機構から、順次通知が
送付されます。手続きが必要な人
には、請求書（ハガキ形式）が同封
されていますので提出してくださ
い。また、今年度中に世帯構成な
どが変更になり要件を満たすよう
になった人には、請求書が届きま
せんので、認定請求の手続きが必
要です。□本 国保年金課、□松 住民福
祉課または年金事務所で手続きを
してください。

■ 年金受給者が死亡したときは届出が必要です
　年金を受給していた人が死亡し
た場合、手続きが必要です。手続
きの内容、必要なものについては

ねんきんダイヤル（☎0570－05－
1165）にお問い合わせください。
　なお、手続きが遅れると年金が

過払いになり、遺族の人が返納す
ることがありますので注意してく
ださい。


